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公
布 

昭
和
三
十
六
年
六
月
八
日

 
 

法
律
第
百
二
十
号

 

施
行 

昭
和
三
十
六
年
七
月
一
日

廃
止

※
地
方
議
会
議
員
互
助
年
金
法
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭

和
三
十
七
年
九
月
八
日
・
法
律
第
一
五
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
廃

止
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給

付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
九
月
八
日
・
法
律
第

一
五
三
号
）
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る

も
の
を
掲
げ
た
も
の
で
す
。

昭
和
三
七
年　

九
月　

八
日　

法
律
第
一
五
二
号

地
方
議
会
議
員
互
助
年
金
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附　

則　
抄

（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
け
る
在
職
期
間
の
取
扱
い
及
び
互
助

年
金
の
年
額
）

2　

昭
和
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
方
議
会
議
員
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
互
助
年
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間

と
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3　

前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
け
る
在
職
期
間

が
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
互
助
年
金
の
基
礎
と
な
る
場
合
に
お
け

る
互
助
年
金
の
年
額
は
、
当
該
在
職
期
間
に
つ
き
規
約
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
額
し
た
額
と
す
る
。

地
方
議
会
議
員
互
助
年
金
法
（
附
則
）

（～420）
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